
18－3  水道普及状況, 市町村別
令和３年度末現在
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魚沼圏域 151,833 133 -       150,398 4  -       103,284 76 -       44,178 9  787   34   1,529 25 620   98.9 

魚沼計 33,331  32  -       33,209  1  -       15,630  17 -       17,068 3  259   3    -     8  252   99.6 
  魚沼市 33,331  32  -       33,209  1  -       15,630  17 -       17,068 3  259   3    -     8  252   99.6 

南魚沼計 61,547  32  -       60,921  2  -       59,710  -  -       -      -  -     28   1,103 2  108   99.0 
  南魚沼市 53,819  8   -       53,508  1  -       52,791  -  -       -      -  -     6    669   1  48    99.4 
  湯沢町 7,728   24  -       7,413   1  -       6,919   -  -       -      -  -     22   434   1  60    95.9 

十日町計 56,955  69  -       56,268  1  -       27,944  59 -       27,110 6  528   3    426   15 260   98.8 
  十日町市 48,268  40  -       47,734  1  -       27,944  36 -       19,313 1  23    2    222   13 232   98.9 
  津南町 8,687   29  -       8,534   -  -       -       23 -       7,797  5  505   1    204   2  28    98.2 

資料：「水道統計調査」
 注：1) 管内人口は、「令和４年４月１日現在推計人口」（県総務管理部統計課）である。
  　 2) 上水道は計画給水人口が5,001人以上、簡易水道は計画給水人口が101人～5,000人の水道をいう。

  　 3) 専用水道は寄宿舎・社宅等における水道で101人以上の者に水を供給するもの又は水道施設の１日最大給水量が20m3を超える施設をいう。
  　 4) 小規模水道は、新潟県小規模水道条例に基づく計画給水人口が30～100人の水道をいう。
  　 5) 複数の市町村にまたがる水道は、その市町村ごとに１つの水道と数え、主たる事務所が当該市町村外にあるものは、再掲とした。
  　 6) 普及率は、上水道、簡易水道、専用水道（自己水源のみ）及び小規模水道の給水人口の和を管内人口で除したものであり、「水道普及状況、
　　　　保健所・市町村別」（福祉保健年報）における普及率と異なる。
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